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「六諭桁義大意前史」

－六諭折義の成立と，その日本伝来について－

PrehistoryofRkuyu-Engi-Taii

-TheformationofRikuyu-EngianditsintroductionintoJapan-

角田多加雄

、zﾉｬｚｚＯＳ"”dtz

IntheMingdynasty,Rikuyu（liuyu，sixadmonitions）ｃａｍｅｉｎｔｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅｉｎｏｒｄｅｒｔｏｉｎ‐

doctrinatethepeoplewithmorallessons・ＩｔｇｏｔｐｏｗｅｒｎｏｔｏｎｌｙｉｎＣｈｉｎａ１ｂｕｔａlsoin

feudalisticEastAsiancountries，KoreaandJapan

AndRikuyuwasintroducedintoJapanbytheOkinawanConfucianistTei-Jun-Soku（Cheng

shungze)inl8thcentury、InJapan,ConfucianistMuro-KyusOtranslatedRikuyuintoJapanese

andShOgｕｎＴｏｋｕｇａｗａＹｏｓｈｉｍｕｎｅｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｔ･So-calledRikuyu-Engi-Taiiwasprevailed

verywidelythroughoutJapａｎｉｎｔｈｅＥｄｏｅｒａａｎｄｕｓｅｄａｓａｔｅｘｔｂｏｏkatTerakoya．

２）六諭は日本において民衆にわかりやすい形で移し

し､普及をみせたが，徳目の教化という形態において，そ

れが政権による民衆教化政策のなかで出てきたというこ

と。また，それが明治末年に至るまで3）さまざまに形を

変え刊行されたということ。さらに六諭という形式が，

近代的教育体制のなかでの教育勅語などの形式にヒント

を与えたのではないかと考えられる点があることの。こ

れらの点により，日本における六諭の出発点を確認する

という作業は，近代公教育史の一つの源を発見するとい

うことをも含みうるものではないかと考えられる。

以上の点を考慮に入れつつ，以下の考察をすすめてい

くことにしたい。

六諭の成立

初めて六諭の六条が成立するのは明太祖朱元琿が，洪

武三十一年（1398）三月に頒布した教民梼文においてで

ある。明代初期の農村（郷村）統治制度は型甲制であっ

たが，里甲制とは「単なる税役徴収のための村落組織で

はなく，同時にその条件として，在地の再生産過程を維

持するための共同体的機能に関与した｣のものであった。

この第二の役割をになうために里老人がおかれた。教民

傍文とはこの里老人の任務を規定したものであった。そ

まえがき

六諭行義大意とは「孝順父母，尊敬長上，和睦郷里，

教訓子孫，各安生理〆母作非為」の六条11,すなわち六

諭について敷桁して書かれた民衆教化用の教科書であ

り，江戸時代中期以降移しい普及をみせたものである。

この六諭桁義大意については，これまでに東恩納寛惇氏

による膨大な研究Dがあり，また日本における民衆の教

育史について書かれるときにはかかせないものであった

が，その伝来についてあてらためて述べておくことは，

次の二点において意義があると思われる。

１）六諭は中国明代に起源をもち，清代半ばまで力を

もっていた民衆的徳ロであった。（漬代後半においても，

その内容及び形式は聖諭十六条となって引きつがれた｡）

のみならず，一方で琉球から日本に伝わり，日本の封建

制度の維持存続において重要な役割をはたした。他方，

直接に朝鮮にも入り，ここでも郷村における民衆教化の

役割をはたすのである⑳。つまり，この六諭はいわば東

アジアの封建制度，すなわち儒教的文化圏のなかで一定

の意義を見出されるわけであり，そこに特定の地域をこ

えた六諭の教育史的役割の存在が考えられうるのであ

る。
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第一表六諭術義年表の規定内容は，里内の軽微な裁判，111内の教化，勧農，

水利符理，相刀:扶助等であり，六諭は教民枌文全体四十

一条のうちの一条に収められたものであった。

毎郷毎里。各侭木鐸一筋。於本111|/]選年老或残疾不能

理事之人。或瞥目者。今小児牽引。持鐸循行本里如本

里内無此等之人。於別里内選取。倶令直言叫喚。使衆

聞知。勧其為善。砥犯刑憲。其詞曰。孝順父母。尊敬

長上。和睦郷里。教訓子孫。各安生理。母作非為。如

此者毎月六次。其持鐸之人。秋成之時。本郷本里内・

衆人随其多寡。資助樋食。如郷村人民住居四散鳶遠。

毎一甲内置木鐸一箇・易為伝暁｡の

これによれば，六諭の各条を，Ｌｕ内の老人か，残疾ｲ４$

か，響者が，毎月六回，木鐸をならし，里内を巡り唱え

るべく規定されている。

そころで，六諭が六諭として成立するまでには，教16

傍文以前にさらにその原型ともいえるものが存在したの

である。その一つは元末至正二十二年（1362）正月に朱

元璋が民衆に下した次のような教訓である。

各事本業母漉術、愚作非為以陥刑辞，母交結権貴以擾

害善良，各保父母妻子為吾良民7)。

さらに政権獲得以後の洪武三年（1370)二月に下した，

母凌弱，母呑貧，母虐小母欺老，孝敬父兄，和睦親

族，周給貧乏，遜順郷里8)。

といった教訓がある。これらの教訓が形を変えながら発

展ししだいに一定の形式をとるようになってくるので

あり，その完成形態が教民椅文における六諭であろうと

思われる。さて，里甲制及び里老人にその普及をおって

いた教民傍文における六諭は，明の国家権力が動揺し，

弛緩するにつれてその強制力が衰退していくのは当然で

あり，宣徳(1426-1435）ごろまでには，ほとんどその機

能を喪失した9)。

ところが明も末に近い刀暦期（1573-1620）にはいる

と，一時的に六諭が復活するという事態が生じる。まず

礼部志稿巻四十五におさめられている万暦十六年(1588）

九月頃になされた礼部尚il}沈鯉らの上疏において，

－聖訓六言，勧化民俗而設木鐸，拘於道路，ＮＩＩ所以捉

蜥曾覚之也。近年以来，此挙久廃合無行，令各掌印官

査復祷制，干城市坊噸郷村集店，瞳設木録老人，免其

差役，使朝暮宣諭聖訓，伏乞聖裁'の。

と述べられており，また郷約（同郷の人がともに守るよ

うに定めた規約）においても六諭を取り入れるべく，

－郷約之設，所以訓民，即古道徳斉礼之遺意也。為有

司者能鼓舞，有術民未有不勧於善者，宜於所轄地方酌

量道璽，遠近随庵観亭館之便，憤郷約所，以皇祖聖訓

三月，明太祖教民傍文
を頒布

沈鯉らの上琉（このこ
ろ一時的に六諭が復活
する｡）

二月，清世祖順治帝六
諭臥碑文を頒布

会稽萢鉱六諭桁義を刊
行

程１１頂則福州において，
竺天植机上の六諭術義
を発見

程順則福州柔遠駅にお
いて六諭術義を覆刻す

程順則ら，六諭桁義を
島津氏に献上

島津吉貴六諭荷義を幕
府に献上

武
年
暦
年

洪
一
六

明
一
一
一
万
十

1398

1588

消順治
九年

1６５２

？

康煕
二十二年

1683

康煕
四十七年

1708

1715

1719

正徳五年

享保四年

大明律例，箸為簡lu]，條示刊iii其中，即千本胆探衆所

推服者一二人，以為約長〆使其督率里衆，勧勉為替，

蝋印佐弐教TT，倣古巡行肝晒之意，毎)１－次，分投各

所，集衆IMI来聴講聖訓律例，使各家輪戸暁講畢(ﾙ令約

長挙報木型為善為悪之人，乃曽改過自新，怡終不俊者

而質干衆，果無異同，随IⅡ]登記簿籍，分別懲勧如果年

樹有徳者，或腔以扁額，或免其雑役，或申准合千上司

給与冠帯栄身，以示鼓舞，伏乞聖裁ID。

と述べられている。この上疏をうけ，一方では本来の里

老人，そして明代後期において民衆の間から生まれγ里

I1JIliIIにとってかわるほどの力をもった郷約においても六

諭が強調されたようである。

また明代においては，家訓という形での教育も重要視

されていたが，永嘉県志によれば，嘉靖(1522-1566）の

進士項喬項（甑東）がこのころ家訓のなかに六諭をとり

入れていたことがわかる。

伏読我太祖高皇辞曰，孝順父母，尊敬長上，和睦郷

里，教訓子孫，各安生理，母作非為。這訓辞六句切於

綱常倫理日用常行之，実使人能遵守之，便是孔夫子見

生使箇，箇人能遵守之，便是尭舜之治，謹倣王公恕，

解説参之俗習，附以己意，読与我族衆人大家遵守12)。

このあと六諭各条の解説が続くわけであるが，この前

文によると，以然にも王公恕による解説があったようで

ある。(今後，さらに里甲制弱体化ののち万暦期までの六

諭の行方が検討されなければならなし､｡）

とはいえ，明末清初の政治的混乱のなかでは，こうし

た六諭の全面的復活も長続きせず、その状況は清初に出

た施錠の六諭桁義の、序において次のように述べられて
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に渡ることになる。ここで程順則（1663-1734）という人

物に注'三|する必要がある。名護寵文ともいい，程順則は

唐名であるが，琉球において掌典官，通訳官として情と

の交渉において活躍するとともに，琉球の漢文学，郷党

教育のためにつくした朱子学者でもあり，詩人でもあっ

た人物である]7)。この程順則は生涯に四度中国（福州）

へ留学したが，その第一回目の留学のとき（1683年)，師

であった儒者竺天植（鏡箇）の机上に前述の萢鉱版六諭

桁義を発見した。その時の事情は程順則が後に出版した

六諭術義への竺天植の序に出ている．

億甲子春余案上有六諭桁義一巻，程子繍閲再三，以為

是書詞簡義深言，近指遠不独可以挽頽風而帰厚放，抑

可以教子弟而適正音，因請余授而蔵焉1の

この時六諭行義に感動した程順則はその四回目の留学

のとき（1708年)，ついに福州にて覆刻出版するに至った

のである。その出版の日的は，程順則自身の鮫で吹のよ

うに書かれている。

予必為之，重梓之者，蓋以五万風気遮殊，語言各別，

普天率士共準正音，琉球孤懸填渤之外，土語郷談較之

海内尤異之異，’准是世受皇恩，入都貢献往返万有余

里，其間津吏之問，答貢務之諮詞，不解正音，有扣莫

応，如江河之不流血気之，不運母乃不学者之過耶，抑

亦無術以導之之故也，導之者其惟読書乎，然六経四書

多微言奥旨，祗可自嚥之於心，何能日宣之於、，’惟是

編字字是大道理，却字字是口頭話，男女老幼莫不聞而

知之，教者省力，学者易暁導之，之術莫有善於此者，

錐然更有説稗官野史，皆里巷常談，然無関風俗，無補

人心，不如此書既可以学正音，兼可以通義理，有明心

之楽，無梗耳之言，一挙両得子所以重梓而伝之，伸国

中俊秀，可備貢使之選者，日而講，月而熟，他年答，

津吏而諮貢務語，語正音流以似江河，運若血気，是則

予之所厚望也]，）

つまり，程11項則は，この六諭桁義を道徳的教化のため

のみならず，中国語の学習のために用いようとしたので

ある。その中国語の学習というのは情と通交のためのも

のであった。しかも，その際，経書の類では学習には多

少困難であるため，俗語なども多くとり入れている六諭

桁義のほうがよいと考えらのである。

さて琉球において，程順則が六諭術義を刊行した前後

の時期というのは，民衆の教育史上非常に重要な時期で

あった。一六七四年には聖廟が，また一七一八年には，

程順則の建議により明倫堂が建てられ，まさに琉球にお

ける公教育の歴史がスタートしようとしていた。

そうしたなかで，この六諭桁義は琉球においても民衆

いる。

向能遍遁陳者有，老人木鐸於閣里，所以設立郷約長，

任至重也，近来設所雪雲，即設亦未能遍及於郷村，何

況未得其人，未専其職，甚而積弊，苦不堪言，焉得勝

任而愉快耶，個得其人，専其職於化導勧諭之事，則又

何難之有，難然六諭之講，木鐸之設皆当事者之任，非

余所可言者，余恐窮郷僻壌，長幼男婦，寛不知有此等

紀綱法度，余因是急恩編刻六諭折義13）

ここに出てくる老人木鐸とは，教民横文などにも出て

きたものだが，洪武三十年（1396）に設けられた木鐸老

人のことで，明代においては里老人と同じものと考えら

れ，と<はIこ六諭の各条を，木鐸，すなわち木の舌をつ

けた大鈴をならしながら里内を巡り唱える役をになっ

た。

溝初における六諭行義の成立

では，明末万暦の一時的な復活をみたあと，再び衰退

にむかった六諭は，清代にはいかなる展開を象せたのだ

ろうか．まず注目されうるのはｌｌ１Ｆｉ治九年(1659)，世祖順

治帝が頒布した六諭臥碑文である。この臥碑文がどの程

度国内に広まったかは明らかではないが，欽定学政全書

によれば，臥碑文に対して，順治十六年（1952）に『設

立郷約，申明六諭』といった議准文なども出されている

のである'4）（もっとも，この臥碑文も順治帝が独自に始

めたものというわけではなく，、すでにやはり万暦期にお

いて現われていたようである'5))。

さて，情初においてもう一つ注目すべきことは，萢銃

版六諭術義の成立であろう。先に明未において六諭につ

いてのいくつかの解説が存在していたことは述ぺておい

たが．この六諭行義は，そうした基盤の上に，順治帝に

よる六諭普及政策のなかで生まれたものである。大村興

道氏は，この萢銃版六諭行義の成立の時期を，順治九年

(1652）から康煕八年（1669）までの間とみているが16)，

萢鍍という人物については明らかになっていない。だが

いずれにせよ，先に引用した序文からみて，この萢鑓と

いう人物は，何らかの形で民間において民衆教化にあた

っていた人物と考えられる。

ともあれ，この萢鉱版六諭術義こそが，後に琉球をへ

て日本に伝わったものであり，今後，萢鉱という人物と

ともにこの六諭桁義は中国教育史上，どのような役割を

はたしたのかがさらに検討されなければならない。

中国から琉球へ

情初において一定の展開を承せていた六諭は次に琉球
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教化用の教科書として使用された。とりわけ寺子屋的民

衆教育の場である筆算稽古所において，素読，講談に使

われたことは注目される20)。

第２４号１９８４

享保四亥年三月，中華の儀に付申上候覚大清当時の

仕置其外段々の隣，琉球人に相尋可申上旨被仰出

候に付，承届候趣左の通御座侯，

一'１｣華の仕置六ヶ條御座候,去子年鰹譲り掌,唐江
相渡候琉球人板行仕，持帰候六諭行義と申書物一冊御

座候付差上申候，右の内にて諸事仕圃式等の賎相見申

候，……右は，松平薩摩守吉貴江就御尋，戸田山城守

忠貞の許江雛;:被雪上侯写なり割）

六諭行義の和訳

こうして琉球をへて日本に伝わった六諭行義は，当時

民衆の教育（教化）に力を入れはじめていた露)徳川吉宗

により出版されることになるのであるが，以下その事情

をゑておきたいと思う。吉宗が六諭行義を手に入れたの

はiMI述のごとく享保四年（1719）のことであったが，民

衆教化のために役立てるためには，これを和語に醤き直

す必要があった。その命をはじめて侍講室鳩巣に下した

のは享保六年（1721）閏七月十三日のことであった。（こ

のとき以降のことについては室鳩巣の書簡集である兼山

秘策による｡）

当月十三日木下平三郎同時登城候処，不存寄御前へ被

御出，結構の｣=意冥加至極難有奉存候，先頃以来御尋

の儀共有之中上候処，六諭桁義と申書物御前より御出

し被成，かなにて和らげ可被遊候，如何奉存候哉，宿

へ持参仕候て熟覧可仕旨被仰出候，宿へ持参仕倍て熟

覧可仕旨被仰出候，其故十三日両人右の書物持参，所

存の通申上候，然処に俄に両人御前へ被召出，……退

川以後兵庫殿を以書物御出し被成，両人の内新助に被

仰付候間，此蓄かなにて和らげ可申旨被仰出候，只今

高倉屋敷講釈も御断申上引寵叺右の御用に取掛り罷

在侯26）

ところで，室鳩巣に和訳の命が下ったのは，侍,識とし

て吉宗の信頼を得ていたということの象ならず，以前に

明君家訓（武士向けの教訓書であり，享保六年一月刊

行，別名楠諸士教）の刊行といった実績にもとづくもの

と思われる。ともあれ吉宗による命が下されて以降，鳩

巣は六諭行義の和訳に専念することになるのである。兼

山i秘策によるとその進行状況は次のようであった。八月

中旬第一草稿，九月下旬第二草稿を吉宗に提出し，年が

明けて享保七年二月下旬肱文序文が完成した。そして三

月二十日版行の命が下り，四月吉日鳩巣版六諭桁義大意

が刊行されるのである（第二表)。ところで六諭行義の和

訳になぜほぼ九ヶ月もの時間がかかってしまったのか。

それは一つには，萢鉱版の六諭折義のなかに中国の俗語

日本への伝来

ところで琉球は慶長十四年（1609）の脇津家久による

武力討伐以来，政治的に島津氏に従属させられていた。

そして将軍襲職の際には賀慶便を，琉球王即位の時には

恩謝使を参府させ将軍に謁見させるという，琉球側でい

う「江戸上り」は１１１接交渉をもつことがなかった幕府に

対する儀礼的行事であるとともに，島津氏の琉球領有を

誇示するための場でもあった。この江戸上りは慶長十五

年（1610）にはじめられ，嘉永三年（1850）まで十九lul

行なわれたが2,，そのうちの正徳四年（1714）のものが

この六諭行義伝来上注目される。島津国史によると，こ

のときの賀慶使恩謝使の一行総勢百六十人は九月九日鹿

児島につき，十一月二十六日江戸についた。そして十二

月二十一日江戸を出発し，翌年二月二十一日鹿児島に再

び到瀞した。島津【'ｌ史によるとこのときの'１１情は次のよ

うに述べられている。

二月二十一日。琉球二王子至鹿児島。……初林麟煩之

至琉球也。……国人以詩文相就正。都通事程順則在其

列。其後順則以貢使如北京。使旋。哀其道里往来所著

雪堂燕遊草一巻。介椿城人。請序干麟煩。麟娼序而称

之。.…･･二王子之使江戸也。順則以典翰史従。公使liIii

師木村探元就問llmH11o写其往来北京道中勝景古跡。且

命順則書其詩於上。題目雪堂燕遊図。以Iili清元。公老。

以付書院局。使装濃而去之。……１１頂則働得六諭桁義於

瓊江竺天植鏡箇氏而還｡刊布国中。……又以献縣官22)。

これによると，この正徳四年の江戸上りの際に，六諭

桁義が島津氏に献じられたことになる。そしてここに|(}

てくる順則とは，言うまでもなく先に述べた程順則のこ

とである。程順則はこのとき典翰便として加わってい

た。おもしろいことにこのとき，後に六諭行義に訓点を

つけることになる荻生但擁とも会談の機会を得るのだ

が麹)，六諭行義の話がでたかどうかは明らかでない。さ

て，このとき島津氏に献じられた程順則版（すなわち箔

鉱版）六諭桁義が五年後の享保四年，島津吉貴が将軍吉

宗に清国の事情について尋ねられたおり，将軍にさし１１１

されることになるのである。通航一覧には次のように１１｝

ている。

享保己亥年三月，松平島津中将吉貴より，清朝の政令

及ひ風俗等の書付をたてまつる。この率先に仰の旨あ

るによりてなり，
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第二表六諭桁義和訳過程 召候，然共,思召には是より短く被成度被思召此度上

候は一段の紙数七十鯉も有之候，一段を三枚位につめ

可申左候は凶文意達しがたく可有之候間，只今の様

に感情うつり申間敷被思召侯，とかく人に承候て感じ

不申候ては，又詮なき事に被思召候，とかく本書の意

を取候て短く致し，且又感情のぬけ不申様に仕見可申

候……先は私兵庫頭殿へ申侯は余り短く候て紙数無之

候ては却て見申者軽く可存候泌）

この嶋巣,I}伽によれば，彼はあまり短かくすると意味

が通じなくなる，また権威もそこなう、として反発して

いるのである．だが，吉宗の考えはあくまでも民衆が理

解しやすいように，また求めやすいように，ということ

であった。

重て被仰出候は，成程長く候へぱ文段の移りもよく，

道理あくはしくは候へども，未と御見せ被成度との事

に候，然ぱ三|Ⅲ共有之候ては，職者などは求めがたく

も可有之候，－冊にて求候も心易候へば，遍く末々も

取はやし申筈に被思召候，何程短くても，此度上より

被仰付御広も被成と有之候は璽軽は存丈じく候間，と

かく短く被成度と被思召候由被仰出候，御意加り侯て

箇様に手短<被成候儀に候へぱ，御威光にてはやり可

申候麺）

このような将軍吉宗による要求のために，苦心に苦心

をかさねて，鳩巣は六諭術義の和訳を続けるのである。

そして年が明けてやっと和訳が完成するわけだが，六諭

行義大意という『１１名も，教科書としての形態も，すべて

吉宗の意に従がわざるをえなかった。

随分簡約に被成度由にて漸かな苫四十板程可有之候，

六諭行義大意と名付申候，是も御好永に御座候，末に

詩毎禰に有之候，詩をぱ其儘不残日本往来物の様に大

きく洲きせ可申旨被仰出候，是は民家などにて小児の

手習仕候物に，幸ひ手本にも仕候様にとの思召にて御

座候，今川庭訓の様成類にて，災よりは風教に助け有

之物に御座候剛の

こうして完成した六諭行義大意であるが，完成当初，

すなわち享保七年に，江戸市中の熱心な手習い師匠に配

布されたということが有徳院殿御実紀（附録巻十及び巻

十四）にのっている。

あとがき

以上，Ｉｌ１１Ｒｌ明淌代における六諭の腰Ull,及びその琉球，

日本への伝来について考察してきたが，以下，いくつか

の問題点を指摘しつつこの論文をしめくくりたい。まず

第一は，今回の研究が，いわば六諭の外面的な考察にと

室鳩巣（版）’荻生祖侠(版）

享保六年

閏七月 十三日，和訳の命を
受く

中旬，第一草稿完成
提出
二十二（または二十
三）日，書直しの内
一段のみ提出

二十七日，第二草稿
提出

八月

九月 十五日，和点の命
を受〈

二十三日，上木の
命

十一日，序文完成

二十三日，板行の
命

二十四日，祖採版
出来

十月

十一月

十二月

享保七年

二月 二十五日，駁文完成

末，序文完成

二十四日，版行の命

吉日，鳰巣版出版

月
月

三
四

が含まれているために，吉宗がまず荻生祖採に訓点をつ

げるように命じたことによる。祖採版の訓点本は享保六

年の九月中に完成してしまうほどの早いできであったが

(刊行は同年十二月二十四日)，鳩巣もやはりこの訓点本

を利用したであろうと思われる。二つめには，和訳の過

程で吉宗と鳴巣との意見対立がしばらく続いたことであ

る。というのは，吉宗はあくまでも大意本を民衆教化の

ために利用しようと考えていたわけであるから，できる

だけ短く，かつ分かりやす〈という要求を鳩巣に出し続

けていた。

御用の物上１１１下三冊に書立紙数六七十丁程有之侯，先

日首尾よく指上侯，脅の仕立並詞つづきよろしく，御

近習衆にも御きかせ被成候処何れも感通いたし候，是

は御前に御とめ置被成候，但余りくはし〈長く候て，

末々の者へ御見せ被成候はエいかｒに候間，短くいた

し直し可上の旨重て被仰出，只今又取掛罷在候､）

これは鳩巣による第一草稿についてのものであるが，

第二草稿についてもなおこうした要求を吉宗が出し続け

たため，鳩巣もつし反発せざるを得なかった“

六諭析義股IMI被仰出候以後，かなにて和らげ上中下三

冊に仕立指上候処に，四五日過候て被仰出候は，書の

仕立宜敷被思召候，御直にも御覧被成，各へ御間かせ

候也，何も感通仕由申侯，然は和らげ様も宜敷と被思
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どまったことである。つまり，六諭は家訓，さまざまな

解説（六諭行義，六諭宿義大意など）として存在したわ

けであるから，当然，その地域，その時代に規定されざ

るを得ない面がある。とするならば，六諭の各解説の内

容的な分析を進めたうえで，その教育史的な意義，存在

理由を再確認する必要がある。第二に，六諭の歴史的展

開には，－とりわけ中国においては－復活期と衰退

期があるわけだが，今後その衰退期にどういう形で維持

されていたのかを確認するための新史料が見出されなけ

ればならない。そして第三に，各地域において，とりわ

け教育史的立場から象て，どのような教育方法がとられ

たのかをさらに検討しなければならない。

いずれにせよ，Ｌ１本の承ならず，東アジアにおける六

諭の存在は，きわめて長い期間にわたり，それはいわば

近代的教育体制にのこした－つの重い遺産だといともい

える。それゆえにこそ，私たちが近代的（公）教育体制

の歴史をふりかえって承ようとするならば，同時に，こ

の六諭に代表される封建的教化の遺産について，もう－

度目を向けておかなければならないのではないだろう

か。

註

※引用史料中の旧字体，俗字体については，この論文に

おいて，できるかぎり新字体に改めてある。
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